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令和３年度 
町税等の納期・納付方法

【納付のしかた】

①現金で納められる方

　届いた納付書で、下記の納付場所において納め

　てください。

②口座振替を依頼されている方

　指定された金融機関口座から、納期日に振替に

　なります。

※納期日以外では振替になりませんので、事前に

　残高をご確認ください。

【納付場所】

○役場会計課

○指定金融機関（足利銀行本支店）

○収納代理金融機関

　みずほ銀行本支店、常陽銀行本支店、

　栃木銀行本支店、足利小山信用金庫本支店、

　小山農業協同組合本支店

○ゆうちょ銀行・郵便局

　（関東各都県と山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局）

○納付書に記載されているコンビニエンスストア

興特別徴収事業者の皆様へ

　	町県民税の給与特別徴収の納期は、給与を支

払った月の翌月１０日です。
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町からのお知らせ

区分
町 県
民 税

固 定
資 産 税

軽自動車税
国 民
健 康
保 険 税

後期高齢
者 医 療
保 険 料

介 護
保 険 料

５月 １期 全期

６月 １期

７月 ２期 １期 １期 １期

８月 ２期 ２期 ２期 ２期

９月 ３期 ３期 ３期

１０月 ３期 ３期 ４期 ４期 ４期

１１月 ５期 ５期 ５期

１２月 ４期 ６期 ６期 ６期

１月 ４期 ７期 ７期 ７期

２月 ８期 ８期 ８期

◎納期カレンダー

証明書コンビニ交付サービス休止
のお知らせ

　国のシステムメンテナンス作業のため、５月１

日（土）～５日（水）の終日、各種証明書等のコンビ

ニ交付の利用ができなくなります。

　印鑑登録証明書・住民票の写し等が必要な方は、

事前のご利用をお願いします。

　ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・

ご協力をお願いします。
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スマートフォン決済アプリで町税
等の納付ができます！

　令和３年４月１日から、町税等をＰａｙＰａｙア

プリを利用して納付ができるようになりました。

【納付できる町税等】

〇町県民税（普通徴収）

〇固定資産税

〇軽自動車税（種別割）

〇国民健康保険税（普通徴収）

〇介護保険料（普通徴収）

〇後期高齢者医療保険料（普通徴収）

〇水道料金

〇下水道使用料（公共下水道・農業集落排水）

【納付手続きに必要なもの】

〇コンビニ収納用バーコードの付いた納付書

〇ＰａｙＰａｙの使えるスマートフォン等

【取り扱いができない場合】

〇利用期限を過ぎた納付書

〇コンビニ納付用のバーコード情報が印字されて

　いない納付書

〇納付金額が訂正された納付書

〇破損や汚損などでバーコード情報が読み取れな

　い納付書

※取り扱いできない場合に該当する納付書は、ス

　	マートフォンで納付できません。役場または納

付書裏面の金融機関で納付してください。

※納税証明書等の発行にはお時間をいただきます。

※詳細については、町ホームページをご覧くださ	

		い。
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